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法人の解散命令等に関する規定 

 

 

【宗教法人法（昭和二十六年法律第百二十六号）（抄）】 

 

（この法律の目的） 

第一条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運

用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗

教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。 

２ 憲法で保障された信教の自由は、すべての国政において尊重されなければならな

い。従つて、この法律のいかなる規定も、個人、集団又は団体が、その保障された

自由に基いて、教義をひろめ、儀式行事を行い、その他宗教上の行為を行うことを

制限するものと解釈してはならない。 

 

（宗教団体の定義） 

第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、

及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。 

一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体 

二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他

これらに類する団体 

 

（法人格） 

第四条 宗教団体は、この法律により、法人となることができる。 

２ この法律において「宗教法人」とは、この法律により法人となつた宗教団体をい

う。 

 

（所轄庁） 

第五条 宗教法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事と

する。 

２ 次に掲げる宗教法人にあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、文部

科学大臣とする。 

一 他の都道府県内に境内建物を備える宗教法人 

二 前号に掲げる宗教法人以外の宗教法人であつて同号に掲げる宗教法人を包括 

 するもの 

三 前二号に掲げるもののほか、他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法 

 人 

資料２ 
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（公益事業その他の事業） 

第六条 宗教法人は、公益事業を行うことができる。 

２ 宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。

この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包

括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために

使用しなければならない。 

 

（報告及び質問） 

第七十八条の二 所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると

認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務

又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当

該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させること

ができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立

ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なけ

ればならない。 

一 当該宗教法人が行う公益事業以外の事業について第六条第二項の規定に違反

する事実があること。 

二 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証をした場合において、

当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲

げる要件を欠いていること。 

三 当該宗教法人について第八十一条第一項第一号から第四号までの一に該当す

る事由があること。 

２ 前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合において

は、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会

に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文

部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。 

３ 前項の場合においては、文部科学大臣は、報告を求め、又は当該職員に質問させ

る事項及び理由を宗教法人審議会に示して、その意見を聞かなければならない。 

４ 所轄庁は、第一項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させる場合には、

宗教法人の宗教上の特性及び慣習を尊重し、信教の自由を妨げることがないように

特に留意しなければならない。 

５ 第一項の規定により質問する当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、宗教

法人の代表役員、責任役員その他の関係者に提示しなければならない。 

６ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 
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（解散命令） 

第八十一条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認め

たときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散

を命ずることができる。 

一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした

こと。 

二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年

以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。 

三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が

滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を

備えないこと。 

四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。 

五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交

付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条

第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判

明したこと。 

２ 前項に規定する事件は、当該宗教法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁

判所の管轄とする。 

３ 第一項の規定による裁判には、理由を付さなければならない。 

４ 裁判所は、第一項の規定による裁判をするときは、あらかじめ当該宗教法人の代

表役員若しくはその代務者又は当該宗教法人の代理人及び同項の規定による裁判

の請求をした所轄庁、利害関係人又は検察官の陳述を求めなければならない。 

５ 第一項の規定による裁判に対しては、当該宗教法人又は同項の規定による裁判の

請求をした所轄庁、利害関係人若しくは検察官に限り、即時抗告をすることができ

る。この場合において、当該即時抗告が当該宗教法人の解散を命ずる裁判に対する

ものであるときは、執行停止の効力を有する。 

６ 裁判所は、第一項の規定による裁判が確定したときは、その解散した宗教法人の

主たる事務所の所在地の登記所に解散の登記の嘱託をしなければならない。 

７ 第二項から前項までに規定するものを除くほか、第一項の規定による裁判に関す

る手続については、非訟事件手続法（平成二十三年法律第五十一号）の定めるとこ

ろによる。 
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【会社法（平成十七年法律第八十六号）（抄）】 

 

（会社の解散命令） 

第八百二十四条 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存

立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他

の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。 

一 会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。 

二 会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せ

ず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。 

三 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定め

る会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした

場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続

的に又は反覆して当該行為をしたとき。 

２ 株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、

会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきこと

を命ずることができる。 

３ 会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるもの

であることを疎明しなければならない。 

４ 民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第七十五条第五項及び第七項並びに第七十

六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立て

るべき担保について準用する。 

 

（官庁等の法務大臣に対する通知義務） 

第八百二十六条 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四

条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、

法務大臣にその旨を通知しなければならない。 
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【公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成十八年法律第四十九号）（抄）】 

 

（寄附の募集に関する禁止行為） 

第十七条 公益法人の理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附

の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 

一 寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附

の勧誘又は要求を継続すること。 

二 粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附

の勧誘又は要求をすること。 

三 寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。 

四 前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の

利益を不当に害するおそれのある行為をすること。 

 

（報告及び検査） 

第二十七条 行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度に

おいて、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業

活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立

ち入り、その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査

させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し

てはならない。 

 

（勧告、命令等） 

第二十八条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると

疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必

要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 

２ 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告

の内容を公表しなければならない。 

３ 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係

る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべ

きことを命ずることができる。 

４ 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、

その旨を公示しなければならない。 

５ 行政庁は、第一項の勧告及び第三項の規定による命令をしようとするときは、次
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の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者

の意見を聴くことができる。 

一 第五条第一号、第二号若しくは第五号、第六条第三号若しくは第四号又は次条

第二項第三号に規定する事由（事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許

認可等を必要とする場合に限る。） 許認可等行政機関 

二 第六条第一号ニ又は第六号に規定する事由 警察庁長官等 

三 第六条第五号に規定する事由 国税庁長官等 

 

（公益認定の取消し） 

第二十九条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を

取り消さなければならない。 

一 第六条各号（第二号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。 

二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二

十五条第一項の認可を受けたとき。 

三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。 

四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。 

２ 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消す

ことができる。 

一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 

二 前節の規定を遵守していないとき。 

三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。 

３ 前条第五項の規定は、前二項の規定による公益認定の取消しをしようとする場合

について準用する。 

４ 行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府

令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 

５ 第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた公益法人は、そ

の名称中の公益社団法人又は公益財団法人という文字をそれぞれ一般社団法人又

は一般財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。 

６ 行政庁は、第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しをしたときは、遅滞

なく、当該公益法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該公益法人の名

称の変更の登記を嘱託しなければならない。 

７ 前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に

係る処分を行ったことを証する書面を添付しなければならない。 
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【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）（抄）】 

 

（解散命令） 

第二百六十一条 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため一般社団

法人等の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は社員、評議員、

債権者その他の利害関係人の申立てにより、一般社団法人等の解散を命ずることが

できる。 

一 一般社団法人等の設立が不法な目的に基づいてされたとき。 

二 一般社団法人等が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事

業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。 

三 業務執行理事（代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって

一般社団法人等の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団

法人等の業務を執行したその他の理事をいう。）が、法令若しくは定款で定める一

般社団法人等の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為

をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、な

お継続的に又は反復して当該行為をしたとき。 

２ 社員、評議員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所

は、一般社団法人等の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を

立てるべきことを命ずることができる。 

３ 一般社団法人等は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意

によるものであることを疎明しなければならない。 

４ 民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第七十五条第五項及び第七項並びに第七十

六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立て

るべき担保について準用する。 

 

 

（※）e-Gov 法令検索に記載されている条文を消費者庁において整理したもの。 


